
開発行為等に伴う水道施設整備に関する規程を次のように定める。 

   令和７年９月１９日 

                       赤穂市上下水道事業 

                         赤穂市長  牟  禮  正  稔 

 

赤穂市上下水道事業管理規程第８号 

 

開発行為等に伴う水道施設整備に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例（昭和３４年赤穂市条例第２１２号）及び同条例

施行規程（以下「条例等」という。）に定めるもののほか、開発行為等を行う者（以下「開発行

為者」という。）が開発行為等に伴い水道施設を自ら施工する場合の水道施設整備に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 開発行為等 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定による許可を受け

た開発行為又は土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３条第１項、第２項若しく

は第３項に規定する土地区画整理事業をいう。 

⑵ 水道施設 開発区域に近接する公道又は開発区域内の道路に埋設する配水管及び当該配水

管に付属する弁栓類をいう。 

（適用の範囲） 

第３条 この規程は、赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年赤穂市

条例第２８号）第４条第２項に規定する給水区域内で実施される開発行為等について適用する。 

（費用負担） 

第４条 水道施設整備に要する費用（設計費を含む。）は、開発行為者の負担とする。 

（事前協議） 

第５条 開発行為者は、開発行為等における水道施設の整備について、水道施設の整備計画、設

計条件、消火栓の設置その他上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が必要と認める事

項について管理者と協議しなければならない。 

２ 前項に定める消火栓の設置については、設置の有無及び設置する場合の位置等必要な事項に

ついて事前に消防関係部署と協議しなければならない。 

（実施設計） 

第６条 実施設計は、公益社団法人日本水道協会が定める水道施設設計指針及び管理者が別に定

める基準等に基づくものとする。 



２ 開発行為者は、前条の規定による協議内容に基づいた実施設計を行うものとし、配水管の口

径、管種、埋設位置等の設計条件その他実施設計の内容について、水道施設実施設計審査申請

書（様式第１号）を管理者に提出し審査を受けなければならない。 

３ 管理者は、前項の申請書について審査し、実施設計の内容について適当と認めたとき

は、開発行為者に水道施設実施設計審査承認書（様式第２号）を交付するものとする。 

（工事の施行） 

第７条 開発行為者は、前条第３項の規定による承認を受けた後でなければ水道施設工事に着手

できないものとする。 

２ 開発行為者は、水道施設を施工する者（以下「水道施設施工業者」という。）を次の各号の

いずれにも該当する者から選定しなければならない。 

⑴ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による管工事及び水道施設工事の許

可を受けた者 

⑵ 赤穂市財務規則（昭和３９年赤穂市規則第６号）第９９条第２項に規定する指名競争入札

参加資格者名簿に登載されている者 

３ 開発行為者は、水道施設施工業者を選定し、水道施設工事の着手日の１０日前までに、工事

着工届（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。 

⑴ 工程表 

⑵ 使用材料承認願（管理者が承認した材料を使用すること。） 

⑶ 損害賠償責任負担請書（様式第４号） 

⑷ その他管理者が必要と認めるもの 

４ 水道施設施工業者は、工事の施行について、条例等に定めるもののほか、兵庫県土木工事共

通仕様書を遵守するものとし、施工に当たり疑義が生じた場合は管理者と協議し、双方合意の

上行うものとする。 

（工事の立会い） 

第８条 管理者は、水道施設施工業者に工事全般において確認、指導及び助言を行い、必要に応

じて立会いを行うものとする。 

２ 水道施設施工業者は、水道施設の性能及び品質を確保するため、使用材料、水道施設の布設

及び埋設状況のほか水圧試験等について、適切な時期に管理者の確認を受けなければならない。 

（工事の完了及び検査） 

第９条 開発行為者は、水道施設工事が完了したときは、速やかに水道施設工事完成検査申請書

（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて管理者に提出し、その検査を受けなければならない。 

⑴ 工事竣工図（平面図、横断面図及び配管詳細図） 

⑵ 工事写真一式 

⑶ 水圧試験報告書 

⑷ その他管理者が必要と認めるもの 



２ 管理者は、前項の申請があったときは、開発行為者及び水道施設施工業者立会いの上、完成

検査を行うものとする。 

３ 管理者は、前項の完成検査により合格と認めたときは、水道施設工事完成検査結果通知書(様

式第６号)により合格した旨を速やかに開発行為者に通知するものとする。 

４ 開発行為者は、検査の結果が合格するまで、自らの負担により工事の手直しを行い、再度検

査を受けなければならない。 

（寄付採納） 

第１０条 開発行為者は、前条第３項の規定による通知を受けたときは、水道施設寄付申出書(様

式第７号)を、直ちに管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、水道施設寄付申出書の内容について適当と認めたときは、水道施設寄付採納決定

通知書(様式第８号)により開発行為者に通知するものとする。 

（瑕疵担保責任） 

第１１条 管理者は、前条の規定により寄付採納された水道施設に瑕疵があるときは、開発行為

者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とと

もに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、寄付採納を受けた日から２年以内に行

わなければならない。ただし、その瑕疵が開発行為者又は水道施設施工業者の故意又は重大な

過失により生じた場合は、当該請求を行うことのできる期間は１０年とする。 

（補則） 

第１２条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

付 則 

この規程は、令和７年１０月１日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

 赤穂市上下水道事業 

 赤穂市長       宛 

開発行為者 住所(所在地)          

氏名(名 称)          

(代表者氏名)          

電 話 番 号           

 

水道施設実施設計審査申請書 

 

開発行為等に伴う水道施設整備に関する規程第６条第２項の規定により、下記のとおり申請し

ます。 

 

記 

 

開発行為等の目的   

開発行為等の場所   

開発行為等の面積 

（うち宅地の面積） 

                  ㎡  

（        ㎡）  
区 画 数 区画  

工事予定期間    年  月  日 から    年  月  日 まで 

水道施設工事予定期間    年  月  日 から    年  月  日 まで 

水道施設工事 

設計概要 

管種 口径 数量 弁栓類 口径 数量 

      

      

      

そ の 他  

添付書類 

 １ 開発行為許可書（写） 

 ２ 位置図 

 ３ 土地利用計画図 

 ４ 水道施設設計図面（平面図、横断面図及び配管詳細図） 



様式第２号（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

赤穂市上下水道事業           

赤穂市長                  □印 

 

水道施設実施設計審査承認書 

 

    年  月  日付けで申請のあった水道施設実施設計審査申請書に基づく設計審査につ

いては、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

開発行為等の目的   

開発行為等の場所   

水道施設工事 

予定期間 
   年  月  日 から    年  月  日 まで 

水道施設工事 

設計概要 

管種 口径 数量 弁栓類 口径 数量 

      

      

      

その他  

 



様式第３号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

 赤穂市上下水道事業 

 赤穂市長       宛 

開発行為者 住所(所在地)          

氏名(名 称)          

(代表者氏名)          

電 話 番 号           

 

工事着工届 

 

    年  月  日付け  第  号で承認を受けた水道施設工事について、下記のとおり

着工するので届け出ます。 

 

記 

 

１ 工 事 名  

２ 工事場所  

３ 工事期間     年   月   日 から 

     年   月   日 まで 

  

４ 水道施設施工業者 住   所 

氏   名 

連 絡 先 

現場担当者 

（有資格者） 

  



様式第４号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

 赤穂市上下水道事業 

 赤穂市長       宛 

開発行為者 住所(所在地)          

氏名(名 称)          

(代表者氏名)          

電 話 番 号           

 

損害賠償責任負担請書 

 

  本申請に係る             工事の施行に当たって、第三者又は市に損害を及

ぼしたときは、一切の賠償責任を負います。 

 

  



様式第５号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

 赤穂市上下水道事業 

 赤穂市長       宛 

開発行為者 住所(所在地)          

氏名(名 称)          

(代表者氏名)          

電 話 番 号           

 

水道施設工事完成検査申請書 

 

    年  月  日付け  第  号で承認を受けた水道施設工事について、下記のとおり

完成しましたので完成検査を申請します。 

 

記 

 

１ 工 事 名  

２ 工事場所  

３ 工事期間     年   月   日 から 

     年   月   日 まで 

４ 工事完成年月日     年   月   日  

５ 水道施設施工業者 住 所 

 氏 名 

  



様式第６号（第９条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

赤穂市上下水道事業           

赤穂市長                  □印 

 

水道施設工事完成検査結果通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった水道施設工事完成については、下記のとおり検査に合

格したので通知します。 

 

記 

 

１ 工 事 名  

２ 工事場所  

３ 工事期間     年   月   日 から 

    年   月   日 まで 

４ 工事完成年月日    年   月   日  

５ 工事完成検査年月日    年   月   日  

６ 設計審査承認番号    年   月   日（   第   号） 

  



様式第７号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

 

 赤穂市上下水道事業 

 赤穂市長       宛 

開発行為者 住所(所在地)          

氏名(名 称)          

(代表者氏名)          

電 話 番 号           

 

水道施設寄付申出書 

 

   年  月  日付け  第  号で合格通知を受けた下記の水道施設について、赤穂市上

下水道事業へ寄付したいので申し出ます。 

 

記 

 

開発行為等の目的   

開発行為等の場所   

開発行為等の面積  ㎡  区 画 数 区画  

工事完成年月日     年   月  日 

工事完成検査年月日     年   月  日 

水道施設施工業者    

水道施設内訳 

管種 口径 数量 弁栓類 口径 数量 

      

      

      

当該資産の設備費用 別紙のとおり 

  



別紙 

 

当該資産の設備費用内訳 

種別・規格 数 量 金 額 摘 要 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

  



様式第８号（第１０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

赤穂市上下水道事業           

赤穂市長                  □印 

 

水道施設寄付採納決定通知書 

 

   年  月  日付けで届出のあった水道施設の寄付については、下記のとおり採納するこ

とを決定したので通知します。 

 

記 

 

採納年月日     年   月  日 

採納場所    

採納施設内訳 

管種 口径 数量 弁栓類 口径 数量 

      

      

      

 

 


